
八尾市規則第９号 

   八尾市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定並び     

   に介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関     

   する基準を定める規則  

 （趣旨）  

第１条  この規則は、介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「法」とい

う。）及び介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号。以下「省令」と

いう。）に定めるもののほか、法第 115条の 45第１項に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業（同項第１号の第１号事業に限る。以下「総合事業」

という。）の指定事業者の指定並びに総合事業の人員、設備及び運営等に関

する基準に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この規則において「指定相当訪問型サービス」とは、八尾市介護予

防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則（平成 29年八尾市規則第８号。

以下「市規則」という。）別表第１に規定する第１号訪問事業であってサー

ビス種別が指定相当訪問型サービスであるものをいう。  

２  この規則において「共生型指定相当訪問型サービス」とは、市規則別表第

１に規定する第１号訪問事業であってサービス種別が共生型指定相当訪問型

サービスであるものをいう。  

３  この規則において「訪問型サービス（基準緩和）」とは、市規則別表第１

に規定する第１号訪問事業であってサービス種別が訪問型サービス（基準緩

和）であるものをいう。  

４  この規則において「指定相当通所型サービス」とは、市規則別表第１に規

定する第１号通所事業であってサービス種別が指定相当通所型サービスであ

るものをいう。  

５  この規則において「共生型指定相当通所型サービス」とは、市規則別表第

１に規定する第１号通所事業であってサービス種別が共生型指定相当通所型

サービスであるものをいう。  

６  この規則において「指定事業者」とは、法第 115条の 45の３第１項の指定

事業者をいう。  



７  この規則において「指定訪問介護事業者」とは、法第８条第２項の訪問介

護に係る法第 41条第１項本文の指定居宅サービス事業者をいい、共生型指定

訪問介護事業者を除く。  

８  この規則において「共生型指定訪問介護事業者」とは、市規則別表第１第

１号訪問事業の部共生型指定相当訪問型サービスの項に規定する共生型指定

訪問介護事業者をいう。  

９  この規則において「指定通所介護事業者」とは、法第８条第７項の通所介

護に係る法第 41条第１項本文の指定居宅サービス事業者をいい、共生型指定

通所介護事業者を除く。  

10 この規則において「共生型指定通所介護事業者」とは、市規則別表第１第

１号通所事業の部共生型指定相当通所型サービスの項に規定する共生型指定

通所介護事業者をいう。  

11 この規則において「指定地域密着型通所介護事業者」とは、法第８条第７

項の通所介護に係る法第 42条の２第１項の指定地域密着型サービス事業者を

いい、共生型指定地域密着型通所介護事業者を除く。  

12 この規則において「共生型指定地域密着型通所介護事業者」とは、市規則

別表第１第１号通所事業の部共生型指定相当通所型サービスの項に規定する

共生型指定地域密着型通所介護事業者をいう。  

13 この規則において「共生型居宅サービス」とは、指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 37号）第２条第

７号に規定する共生型居宅サービスをいう。  

14 この規則において「共生型地域密着型サービス」とは、指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令

第34号）第２条第６号に規定する共生型地域密着型サービスをいう。  

 （指定事業者の指定等に関する基準）  

第３条 指定相当訪問型サービスに係る指定事業者の指定又は指定の更新を受

けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。  

 ⑴ 法人であること。  

 ⑵ 指定訪問介護事業者（指定相当訪問型サービスに係る指定事業者の指定

又は指定の更新の申請に併せて、指定訪問介護事業者の指定又は指定の更



新を受けるための法第 70条第１項の申請又は法第 70条の２第１項の更新の

申請を行った者で当該指定又は当該指定の更新の要件を具備するものを含

む。第３項において同じ。）であって、当該訪問介護に係る居宅サービス

を行う事業所において一体的に指定相当訪問型サービスを行うことができ

る者であること。  

 ⑶ 次条第１項、第５項及び第６項に定める基準に従って適正に指定相当訪

問型サービスを行うことができること。  

２  共生型指定相当訪問型サービスに係る指定事業者の指定又は指定の更新を

受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。  

 ⑴ 法人であること。  

 ⑵ 共生型指定訪問介護事業者（共生型指定相当訪問型サービスに係る指定

事業者の指定又は指定の更新の申請に併せて、共生型指定訪問介護事業者

の指定又は指定の更新を受けるための法第 72条の２第１項の申請を行った

者で当該指定又は当該指定の更新の要件を具備するものを含む。）であっ

て、当該訪問介護に係る共生型居宅サービス（第４条第２項第４号におい

て「共生型訪問介護」という。）を行う事業所において一体的に共生型指

定相当訪問型サービスを行うことができる者であること。  

 ⑶ 次条第２項、第５項及び第６項に定める基準に従って適正に共生型指定

相当訪問型サービスを行うことができること。  

３  訪問型サービス（基準緩和）に係る指定事業者の指定又は指定の更新を受

けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。  

 ⑴ 社会福祉法人であること。  

 ⑵  本市の区域内において老人福祉施設（老人福祉法（昭和 38年法律第 133

号）第５条の３に規定する老人福祉施設をいう。）を運営していること。  

 ⑶  指定相当訪問型サービスに係る指定事業者（訪問型サービス（基準緩

和）に係る指定事業者の指定又は指定の更新の申請に併せて、指定相当訪

問型サービスに係る指定事業者の指定又は指定の更新を受けるための法第

115条の45の５第１項の申請又は法第 115条の 45の６第１項の更新の申請を

行った者で当該指定又は当該指定の更新の要件を具備するものを含む。）

であること。  



 ⑷ 指定訪問介護事業者であって、当該訪問介護に係る居宅サービスを行う

事業所において一体的に訪問型サービス（基準緩和）を行うことができる

者であること。  

 ⑸ 次条第３項、第５項及び第６項に定める基準に従って適正に訪問型サー

ビス（基準緩和）を行うことができること。  

４  指定相当通所型サービスに係る指定事業者の指定又は指定の更新を受けよ

うとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。  

 ⑴ 法人であること。  

 ⑵ 次のいずれかに該当すること。  

  ア 指定通所介護事業者（指定相当通所型サービスに係る指定事業者の指

定又は指定の更新の申請に併せて、指定通所介護事業者の指定又は指定

の更新を受けるための法第70条第１項の申請又は法第 70条の２第１項の

更新の申請を行った者で当該指定又は当該指定の更新の要件を具備する

ものを含む。）であって、当該通所介護に係る居宅サービスを行う事業

所において一体的に指定相当通所型サービスを行うことができる者であ

ること。  

  イ 指定地域密着型通所介護事業者（指定相当通所型サービスに係る指定

事業者の指定又は指定の更新の申請に併せて、指定地域密着型通所介護

事業者の指定又は指定の更新を受けるための法第78条の２第１項の申請

又は法第78条の12において準用する法第 70条の２第１項の更新の申請を

行った者で当該指定又は当該指定の更新の要件を具備するものを含

む。）であって、当該通所介護に係る地域密着型サービスを行う事業所

において一体的に指定相当通所型サービスを行うことができる者である

こと。  

 ⑶ 次条第１項、第５項及び第６項に定める基準に従って適正に指定相当通

所型サービスを行うことができること。  

５  共生型指定相当通所型サービスに係る指定事業者の指定又は指定の更新を

受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。  

 ⑴ 法人であること。  

 ⑵ 次のいずれかに該当すること。  



  ア 共生型指定通所介護事業者（共生型指定相当通所型サービスに係る指

定事業者の指定又は指定の更新の申請に併せて、共生型指定通所介護事

業者の指定又は指定の更新を受けるための法第 72条の２第１項の申請を

行った者で当該指定又は当該指定の更新の要件を具備するものを含

む。）であって、当該通所介護に係る共生型居宅サービス（第５条第４

項第４号において「共生型通所介護」という。）を行う事業所において

一体的に共生型指定相当通所型サービスを行うことができる者であるこ

と。 

  イ 共生型指定地域密着型通所介護事業者（共生型指定相当通所型サービ

スに係る指定事業者の指定又は指定の更新の申請に併せて、共生型指定

地域密着型通所介護事業者の指定又は指定の更新を受けるための法第 78

条の２の２第１項の申請を行った者で当該指定又は当該指定の更新の要

件を具備するものを含む。）であって、当該地域密着型通所介護に係る

共生型地域密着型サービス（第５条第４項第４号において「共生型地域

密着型通所介護」という。）を行う事業所において一体的に共生型指定

相当通所型サービスを行うことができる者であること。  

 ⑶ 次条第４項から第６項までに定める基準に従って適正に共生型指定相当

通所型サービスを行うことができること。  

 （指定相当訪問型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準） 

第４条 指定相当訪問型サービス又は指定相当通所型サービスに係る指定事業

者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる基準に従って指定相当訪問

型サービス又は指定相当通所型サービスを行わなければならない。  

 ⑴ 省令第140条の62の３第２項各号に掲げる基準  

 ⑵  省令第 140条の 63の６第１号イに掲げる基準。ただし、当該基準により

指定相当訪問型サービス又は指定相当通所型サービスに係る指定事業者が

整備し保存しなければならない指定相当訪問型サービス又は指定相当通所

型サービスの提供に関する記録の保存期間は、その完結の日（計画に係る

ものにあっては、当該計画が完了した日）の属する年度の翌年度の４月１

日から５年間とする。  

 ⑶ 前条第１項第２号又は同条第４項第２号に掲げる基準  



２  共生型指定相当訪問型サービスに係る指定事業者は、当該指定に係る事業

所ごとに、次に掲げる基準に従って共生型指定相当訪問型サービスを行わな

ければならない。  

 ⑴ 省令第140条の62の３第２項各号に掲げる基準  

 ⑵ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成 27年厚生労働省令第

４号）第５条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 35号。以下「旧指

定介護予防サービス等基準」という。）第４条、第５条（第１項を除

く。）、第６条及び第８条から第 40条までの規定の例による基準  

 ⑶ 前条第２項第２号に掲げる基準  

 ⑷ 指定居宅介護事業所（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 171号。以下「指定障害福祉

サービス等基準」という。）第５条第１項に規定する指定居宅介護事業所

をいう。）又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者

が当該事業を行う事業所（以下この号において「指定居宅介護事業所等」

という。）の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定

居宅介護（指定障害福祉サービス等基準第４条第１項に規定する指定居宅

介護をいう。）又は重度訪問介護（以下この号において「指定居宅介護

等」という。）の利用者の数を指定居宅介護等の利用者、共生型訪問介護

の利用者及び共生型指定相当訪問型サービスの利用者の数の合計数である

とした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上

であること。  

 ⑸ 共生型指定相当訪問型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供

するため、指定相当訪問型サービスを行う事業所その他の関係施設から必

要な技術的支援を受けていること。  

３  訪問型サービス（基準緩和）に係る指定事業者は、当該指定に係る事業所

ごとに、次に掲げる基準に従って訪問型サービス（基準緩和）を行わなけれ

ばならない。  



 ⑴ 省令第140条の62の３第２項各号に掲げる基準  

 ⑵ 旧指定介護予防サービス等基準第８条から第 10条まで、第12条から第24

条まで、第26条及び第28条から第 36条までの規定の例による基準  

 ⑶ 前条第３項第２号から第４号までに掲げる基準  

 ⑷ 別表に定める基準  

４  共生型指定相当通所型サービスに係る指定事業者は、当該指定に係る事業

所ごとに、次に掲げる基準に従って共生型指定相当通所型サービスを行わな

ければならない。  

 ⑴ 省令第140条の62の３第２項各号に掲げる基準  

 ⑵ 旧指定介護予防サービス等基準第８条から第 17条まで、第19条、第21条、

第23条、第24条、第30条から第34条の２まで、第36条、第52条、第96条、

第98条、第99条第４項、第100条から第106条まで及び第 108条から第 111条

までの規定の例による基準  

 ⑶ 前条第５項第２号に掲げる基準  

 ⑷ 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第 78条第１項に規定

する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所

（指定障害福祉サービス等基準第 156条第１項に規定する指定自立訓練

（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定

障害福祉サービス等基準第 166条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓

練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（児童福祉法に基づく指

定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24年厚生労

働省令第15号。以下この号において「指定通所支援基準」という。）第５

条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等

デイサービス事業所（指定通所支援基準第 66条第１項に規定する指定放課

後等デイサービス事業所をいう。）（以下この号において「指定生活介護

事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提

供する指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第 77条に規定する指定

生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス

等基準第 155条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自

立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基準第 165条に規定する指



定自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定放課後等

デイサービス（以下この号において「指定生活介護等」という。）の利用

者の数を指定生活介護等の利用者、共生型通所介護又は共生型地域密着型

通所介護の利用者及び共生型指定相当通所型サービスの利用者の数の合計

数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされ

る数以上であること。  

 ⑸ 共生型指定相当通所型サービスの利用者に対して適切なサービスを提供

するため、指定相当通所型サービスを行う事業所その他の関係施設から必

要な技術的支援を受けていること。  

５  指定相当訪問型サービス、共生型指定相当訪問型サービス、訪問型サービ

ス（基準緩和）、指定相当通所型サービス及び共生型指定相当通所型サービ

ス（以下「指定相当訪問型サービス等」という。）に係る指定事業者は、介

護予防サービス・支援計画の作成又は変更に関し、地域包括支援センターの

職員又は利用者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求

めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。  

６  前各項に定めるもののほか、指定相当訪問型サービス等においては、八尾

市暴力団排除条例（平成 25年八尾市条例第 20号）第２条第２号に規定する暴

力団員及び同条第３号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させて

はならない。  

 （添付書類）  

第５条 市長は、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、参考

となる書類を添付させることができる。  

 （指定の有効期間）  

第６条  省令第 140条の 63の７に規定する市が定める期間は、６年間とする。

ただし、指定事業者の指定又は指定の更新の申請をしようとする者が指定訪

問介護事業者、指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者、共生

型指定訪問介護事業者、共生型指定通所介護事業者又は共生型指定地域密着

型通所介護事業者（以下「指定訪問介護事業者等」という。）であって、同

一の事業所において一体的に指定相当訪問型サービス等を行う場合の当該期

間は、当該指定訪問介護事業者等としての指定の有効期間の満了の日までの



期間とすることができる。  

 （公示）  

第７条  市長は、指定事業者の指定をしたとき、省令第 140条の 62の３第２項

第４号の規定による指定相当訪問型サービス等の廃止の届出があったとき、

又は法第 115条の45の９の規定により法第 115条の45の３第１項の指定を取り

消し、若しくは指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、次に掲げ

る事項を公示するものとする。  

 ⑴ 当該指定事業者の名称  

 ⑵ 当該指定に係る事業所の名称及び所在地  

 ⑶ 指定をし、指定相当訪問型サービス等の廃止の届出の受理をし、又は指

定を取り消した場合にあっては、その年月日  

 ⑷ 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びそ

の期間  

 ⑸ 事業の種類  

 （事業所情報の提供）  

第８条 市長は、指定事業者の指定をしたとき、指定事業者の指定の更新をし

たとき、又は第７条に規定する届出があったときは、大阪府、大阪府国民健

康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る指定事業者の情

報を提供することができる。  

 （委任）  

第９条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定並びに総合事業の人

員、設備及び運営等に関する基準に関し必要な事項は、市長が定める。  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成29年３月31日規則第 24号）  

 この規則は、公布の日から施行する。  

附 則（平成30年２月９日規則第２号）  

（施行期日）   

１  この規則は、平成30年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。  



 （準備行為）  

２  改正後の第２条第２項に規定する訪問型サービス（基準緩和）に係る介護

保険法（平成９年法律第 123号）第115条の45の３第１項の指定の手続その他

の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。  

附 則 

 （施行期日）  

１  この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  改正後の第２条第２項に規定する共生型訪問介護相当サービス及び同条第

５項に規定する共生型通所介護相当サービスに係る介護保険法（平成９年法

律第123号）第115条の45の３第１項の指定の手続その他の行為は、この規則

の施行の日前においても行うことができる。  

附 則 

（施行期日）  

１  この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の際、現に改正前の八尾市介護予防・日常生活支援総合事

業の指定事業者の指定並びに介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及

び運営等に関する基準を定める規則の様式により提出されている申請書は、介

護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第36号）の相当規定に基づいて厚生労働

大臣が定める様式により提出された申請書とみなす。  

 

 

 

別表（第５条関係）  

区分 基準の内容  

１ 基本方針  指定訪問型サービス（基準緩和）（指定事業者が行う訪

問型サービス（基準緩和）をいう。以下同じ。）は、その

利用者が可能な限りその居宅において、その状態等を踏ま

えながら、日常生活に必要な家事等の生活援助の支援を行

うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指す



ものでなければならない。  

２  従 事 者 の

員数 

⑴  指定訪問型サービス（基準緩和）を行う事業所（以下

「指定訪問型サービス（基準緩和）事業所」という。）

ごとに置くべき従事者（訪問型サービス（基準緩和）の

提供に当たる介護福祉士（社会福祉士及び介護福祉士法

（昭和 62年法律第 30号）第２条第２項に規定する介護福

祉士をいう。以下同じ。）又は養成研修修了者（介護保

険法施行令（平成 10年政令第 412号）第３条第１項に規

定する養成研修修了者をいう。以下同じ。）若しくは市

長が別に定める研修の課程を修了した者をいう。以下同

じ。）の員数は、当該指定訪問型サービス（基準緩和）

を適切に行うために必要と認められる数とする。  

⑵  訪問型サービス（基準緩和）に係る指定事業者（以下

「指定訪問型サービス（基準緩和）事業者」という。）

は、指定訪問型サービス（基準緩和）事業所ごとに、従

事者のうち、指定訪問型サービス（基準緩和）の運営に

必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければ

ならない。  

⑶  前号の訪問事業責任者（以下「訪問事業責任者」とい

う。）は、介護福祉士又は養成研修修了者若しくは市長

が別に定める研修の課程を修了した者を充てなければな

らない。 

⑷  訪問事業責任者は、利用者に対する指定訪問型サービ

ス（基準緩和）の提供に支障がない場合は、同一敷地内

にある指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成 11年厚生労働省令第 37号）第５条第

１項に規定する指定訪問介護事業所、指定相当訪問型

サービス事業所（指定事業者が指定相当訪問型サービス

を行う事業所をいう。）、同条第４項に規定する指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は同項に規定

する指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することがで

きる。  

３ 管理者  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者は、指定訪問型

サービス（基準緩和）事業所ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問型

サービス（基準緩和）事業所の管理上支障がない場合は、

当該管理者は、当該指定訪問型サービス（基準緩和）事業

所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事することができるものとする。  

４  設 備 、 備

品等 

⑴  指定訪問型サービス（基準緩和）事業所には、事業の

運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設け

るほか、指定訪問型サービス（基準緩和）の提供に必要

な設備及び備品等を備えなければならない。  

⑵  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者が、指定相当



訪問型サービス事業者（指定相当訪問型サービスに係る

指定事業者をいう。）又は指定訪問介護事業者のいずれ

かの指定を併せて受け、かつ、指定訪問型サービス（基

準緩和）の事業と指定相当訪問型サービス（指定事業者

により行われる指定相当訪問型サービスをいう。）又は

指定訪問介護のいずれかの事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場合については、当該併せて

受けた指定に係る事業の設備に関する基準を満たすこと

をもって、前号に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。  

５  受 給 資 格

等の確認  

⑴  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者は、居宅要支

援被保険者等（法第 115条の 45第１項第１号に規定する

居宅要支援被保険者等をいう。）から指定訪問型サービ

ス（基準緩和）の提供を求められた場合は、その者の提

示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定

の有無、要支援認定の有効期間及び省令第 140条の 62の

４第２号の該当の有無を確かめるものとする。  

⑵  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者は、前号の被

保険者証に、法第 115条の３第２項に規定する認定審査

会意見の記載があるときは、当該認定審査会意見に配慮

して、指定訪問型サービス（基準緩和）を提供するよう

努めなければならない。  

６  管 理 者 及

び 訪 問 事 業

責 任 者 の 責

務 

⑴  指定訪問型サービス（基準緩和）事業所の管理者は、

当該指定訪問型サービス（基準緩和）事業所の従業者及

び業務の管理を、一元的に行わなければならない。  

⑵  指定訪問型サービス（基準緩和）事業所の管理者は、

当該指定訪問型サービス（基準緩和）事業所の従業者に

この規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものと

する。  

⑶  訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとす

る。  

 ア  指定訪問型サービス（基準緩和）の利用の申込みに

係る調整をすること。  

 イ  利用者の状態の変化又はサービスに関する意向を定

期的に把握すること。  

 ウ  サービス担当者会議への出席等の介護予防支援事業

者等との連携に関すること。  

 エ  従事者等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を

指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝

達すること。  

 オ 従事者等の業務の実施状況を把握すること  

 カ  従事者等の能力又は希望を踏まえた業務管理を実施

すること。  

 キ  従事者等に対する研修、技術指導等を実施するこ

と。 

 ク  その他指定訪問型サービス（基準緩和）内容の管理



について必要な業務を実施すること。  

７ 記録の整  

 備 

⑴  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。  

⑵  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者は、利用者に

対する指定訪問型サービス（基準緩和）の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、当該指定訪問型サービス（基

準緩和）の提供が完結した日（計画に係るものにあって

は、当該計画が完了した日）の属する年度の翌年度の４

月１日から５年間保存しなければならない。  

 ア 訪問型サービス（基準緩和）の提供予定表  

 イ 提供した具体的なサービス内容等の記録  

 ウ 本市への通知に係る記録  

 エ 苦情の内容等の記録  

 オ  事故の状況及び事故に際して採った処置についての

記録 

８  基 本 取 扱

方針 

⑴  指定訪問型サービス（基準緩和）は、利用者の生活機

能の維持又は向上が図られるよう、計画的に行わなけれ

ばならない。  

⑵  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者は、自らその

提供する指定訪問型サービス（基準緩和）の質の評価を

行い、常にその改善を図らなければならない。  

⑶  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者は、指定訪問

型サービス（基準緩和）の提供に当たり、１の項に規定

する基本方針を常に意識して指定訪問型サービス（基準

緩和）の提供に当たらなければならない。  

⑷  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者は、利用者が

その有する能力を最大限活用することができるような方

法による指定訪問型サービス（基準緩和）の提供に努め

なければならない。  

９  具 体 的 取

扱方針  

 従事者等の行う指定訪問型サービス（基準緩和）の方針

は、１の項に規定する基本方針及び８の項に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。  

 ア  指定訪問型サービス（基準緩和）の提供に当たって

は、サービス担当者会議において協議を経る等の適切

な方法により、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を

行うものとする。  

 イ  訪問事業責任者は、アに規定する利用者の日常生活

全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問型サービス

（基準緩和）の提供日時、具体的なサービスの内容等

を記載した訪問型サービス（基準緩和）の提供予定表

を作成するものとする。  

 ウ  訪問型サービス（基準緩和）の提供予定表は、既に

介護予防サービス計画（法第８条の２第 16項に規定す

る介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）等が作



成されている場合は、当該介護予防サービス計画等の

内容に沿って作成しなければならない。  

 エ  訪問事業責任者は、訪問型サービス（基準緩和）の

提供予定表の作成に当たっては、その内容について利

用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得

なければならない。  

 オ  訪問事業責任者は、訪問型サービス（基準緩和）の

提供予定表を作成した際には、当該訪問型サービス

（基準緩和）の提供予定表を利用者に交付しなければ

ならない。  

 カ  指定訪問型サービス（基準緩和）の提供に当たって

は、訪問型サービス（基準緩和）の提供予定表に基づ

き、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うも

のとする。  

 キ  指定訪問型サービス（基準緩和）の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家

族に対し、指定訪問型サービス（基準緩和）の提供方

法等について、理解しやすいように説明を行うものと

する。  

 ク  訪問事業責任者は、訪問型サービス（基準緩和）の

提供予定表に基づく指定訪問型サービス（基準緩和）

の提供の開始から、少なくとも１月に１回は、当該利

用者に対する指定訪問型サービス（基準緩和）の提供

状況等について、当該指定訪問型サービス（基準緩

和）の提供に係る介護予防サービス計画等を作成した

介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問

型サービス（基準緩和）の提供予定表に記載した指定

訪問型サービス（基準緩和）の提供を行う期間が終了

するまでに、少なくとも１回は、当該訪問型サービス

（基準緩和）の提供予定表の実施状況の把握（次号に

おいて「モニタリング」という。）を行うものとす

る。 

 ケ  訪問事業責任者は、モニタリングの結果を記録し、

当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービ

ス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告しな

ければならない。  

 コ  訪問事業責任者は、指定訪問型サービス（基準緩

和）の提供状況等を踏まえ、必要に応じて訪問型サー

ビス（基準緩和）の提供予定表の変更を行うものとす

る。 

 サ  アからケまでの規定は、コに規定する訪問型サービ

ス（基準緩和）の提供予定表の変更について準用す

る。 

10 留意点  指定訪問型サービス（基準緩和）事業者は、指定訪問型

サービス（基準緩和）の提供に当たっては、自立支援の観

点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができ



るよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民によ

る自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の

可能性についても考慮しなければならない。  

 


